
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
六
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

13

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

22

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

29
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○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
子
供
用
特
定
製
品
）

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
の
子
供
用
特
定
製
品
は
、
別
表
第
一
第
三
号
及

（
新
設
）

び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
製
品
と
す
る
。

（
特
定
保
守
製
品
）

（
特
定
保
守
製
品
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
の
特
定
保
守
製
品
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
と

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
の
特
定
保
守
製
品
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

（
製
品
事
故
か
ら
除
か
れ
る
事
故
）

（
製
品
事
故
か
ら
除
か
れ
る
事
故
）

第
五
条

法
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
事
故
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
事
故
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
器
具

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
器
具

、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
お
も
ち
や
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
た
事
故

規
定
す
る
お
も
ち
や
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
た
事
故

と
す
る
。

と
す
る
。

（
重
大
製
品
事
故
の
要
件
）

（
重
大
製
品
事
故
の
要
件
）

第
六
条

法
第
二
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と

第
五
条

法
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
消
費
生
活
用
製
品
の
通

信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法
）
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第
七
条

法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

（
新
設
）

の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

競
り

二

当
該
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
場
に
お
い

て
、
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が

特
定
の
消
費
生
活
用
製
品
の
販
売
価
格
を
設
定
し
、
当
該
消
費
生
活
用

製
品
の
販
売
価
格
に
よ
り
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て

一
般
消
費
者
に
よ
る
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
の
申
出
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
申
出
」
と
い
う
。
）
を
誘
引
し
、
一
般
消
費
者
か
ら
当

該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
他
の
一
般
消
費
者
の

申
出
に
か
か
わ
ら
ず
最
初
に
当
該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
を
し
た
一
般

消
費
者
を
当
該
契
約
の
相
手
方
と
決
定
す
る
方
法

（
規
格
又
は
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
律
）

（
規
格
又
は
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
律
）

第
八
条

法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
他
の
法
律
は
、
次
の
各
号
に

第
六
条

法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
他
の
法
律
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
特
定
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

掲
げ
る
特
定
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
製
品

食
品
衛
生

一

別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
製
品

食
品
衛
生
法
及
び
電
気
用

法
及
び
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）

品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
九
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別
表

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
別
特
定
製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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（
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
八
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
外
国
登
録
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負

担
）

第
九
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同
条
第
一
項

第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の
職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
独
立

行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
当

該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の
職
員
）
が
そ
の
検
査
に

係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の

額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の
額
の

計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

（
重
大
製
品
事
故
に
係
る
危
害
の
発
生
及
び
拡
大
を
防
止
す
べ
き
他
の
法

律
）

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
他
の
法
律
は
、
有
害
物

質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律

第
百
十
二
号
）
と
す
る
。

（
回
収
等
の
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
律
の
規
定
）

（
回
収
等
の
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
律
の
規
定
）

第
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令

第
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
他
の
法
律
の
規
定
は

で
定
め
る
他
の
法
律
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

食
品
衛
生
法
第
五
十
九
条

一

食
品
衛
生
法
第
五
十
九
条

二

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
五
十
七
条

二

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
五
十
七
条

三

電
気
用
品
安
全
法
第
四
十
二
条
の
五

三

電
気
用
品
安
全
法
第
四
十
二
条
の
五

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
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（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条

五

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六
条
各

五

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六
条
各

項

項

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
特
定
製
品
（
特
定
保

２

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
特
定
製
品
（
特
定
保

守
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の

守
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の

事
業
を
行
う
者
（
届
出
事
業
者
を
除
く
。
）
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と

事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製

が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
製
品
の
種
類
、
数

造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
製
品
の
種
類
（
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
型

量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た

式
）
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内

る
販
売
先
並
び
に
当
該
特
定
製
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た
危
害
及
び
そ

容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
特
定
製
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た
危

の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
特
定

害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

当
該
特
定
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
（
届
出
事
業
者

に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
条
第
四
号
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
と

す
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
届
出
事
業
者
に
対
し

（
新
設
）

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特

定
製
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査

記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
特
定
製
品
の
使
用
に
伴
い
発

生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
当
該
特
定
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
（
法

第
六
条
第
五
号
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
み
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ

る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む

。
）
と
す
る
。
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７

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
特
定
輸
入
事
業
者
で

（
新
設
）

あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理
人
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
特
定
製
品
の
検
査
記
録
の
写

し
の
内
容
そ
の
他
当
該
国
内
管
理
人
の
業
務
に
関
す
る
事
項
並
び
に
当
該

特
定
製
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検

査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
特
定
製
品
の
使
用
に
伴
い

発
生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る

事
項
そ
の
他
当
該
特
定
製
品
の
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
届
出
事
業
者
の
業

務
に
関
す
る
事
項
（
法
第
六
条
第
五
号
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。

）
と
す
る
。

８

（
略
）

６

（
略
）

（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

第
十
五
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
三

第
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第

通
知
の
受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
並
び
に
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の

に
よ
る
命
令
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に

規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
及
び
法
第
五
十
四
条
第
一

関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
及
び
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る

項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

事
項
（
法
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二

勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
二

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に

に
よ
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣

つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。

は
、
経
済
産
業
大
臣
と
す
る
。

２

法
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の

２

法
第
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
当
該
特
定

規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
当
該
特
定
保
守
製
品
取
引



- 6 -

保
守
製
品
取
引
事
業
者
が
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

事
業
者
が
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

３

法
第
三
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
に
関
す

３

法
第
三
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
に
関
す

る
事
項
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
法
第
三
十
五
条

る
事
項
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
法
第
三
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二

よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
、
法
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
並
び
に
法

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主

の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
当
該
情

務
大
臣
は
、
当
該
情
報
の
収
集
、
通
知
の
受
領
、
協
議
、
調
査
、
要
請
及

報
の
収
集
、
通
知
の
受
領
、
協
議
、
調
査
、
要
請
及
び
命
令
に
係
る
消
費

び
命
令
に
係
る
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に

生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を

そ
の
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
と
す

所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

る
。

４

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
法
第
四
十
一
条
第

４

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
法
第
四
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公

一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項
及
び
法
第
五
十
二
条
第
一

表
及
び
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理
に
関
す
る
事

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は

項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
、
公
表
及
び
申
出
の
受
理
に
係
る
消

一

当
該
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
申
出
の
受
理
に
係
る
消
費
生
活

費
生
活
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て

用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
そ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事

れ
ぞ
れ
そ
の
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
所

業
を
所
管
す
る
大
臣

管
す
る
大
臣

二

当
該
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
、
公
表
及
び
申
出
の
受
理
に
係
る
特

二

当
該
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
申
出
の
受
理
に
係
る
特
定
保
守

定
保
守
製
品
取
引
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
保
守
製
品
取
引
事

製
品
取
引
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
保
守
製
品
取
引
事
業
者
の

業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

事
業
を
所
管
す
る
大
臣

５

（
略
）

５

（
略
）

６

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
三
条
の
規

６

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三

定
に
よ
る
情
報
の
収
集
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
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受
領
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の

協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
調
査
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同

規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
並
び
に
法
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
及
び
法

命
令
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る

第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
（
法
第
三
十
二
条
の
六
第
一

事
項
を
除
く
。
）
及
び
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
（

項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
並
び
に
法

法
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規

第
三
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
事

定
に
よ
る
公
表
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
主
務
省
令
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大

情
報
の
収
集
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
主
務
省
令
は
、
第

臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

７

法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
は
、
第
四
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
六
条
・
第
十
七
条

（
略
）

第
十
四
条

法
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
特

定
製
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
又
は
特
定
保
守
製
品
取
引
事
業
者
に
関

す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
市
の
区
域
に

属
す
る
場
合

当
該
市
の
長
（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、

当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
市
長
）

二

そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
町
村
の
区
域

に
属
す
る
場
合

当
該
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
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２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
等
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
又
は

市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
経
済

産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
立
入
検
査
等
事
務

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
立
入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大

臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
十
五
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
法
第
四
十

一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
す
る
権
限
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

（
主
務
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

第
十
八
条

法
第
五
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
十
六
条
第
一
項

第
十
六
条

法
第
五
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（

特
定
保
守
製
品
取
引
事
業
者
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

特
定
保
守
製
品
取
引
事
業
者
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
九
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の

第
十
七
条

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の

権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
製
品
の
製
造
の
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が

権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
製
品
の
製
造
の
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が

一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ

一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ

の
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の

の
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で

２

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で

あ
つ
て
、
特
定
製
品
の
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場

あ
つ
て
、
特
定
製
品
の
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場

、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
に

、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
に
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関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を

関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で

（
新
設
）

あ
つ
て
、
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
古
物
で
あ
る
子
供
用
特
定
製
品
の
販
売
の
事
業
に
係
る
事

務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の

み
に
あ
る
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉

庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
一

３

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
一

項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、

出
区
分
（
法
第
六
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
定
製
品
の
区
分

一
の
届
出
区
分
（
法
第
六
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
定
製
品

を
い
う
。
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
特
定
製

の
区
分
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
特
定
製
品
の
製
造

品
の
製
造
の
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄

の
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の

区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務

み
に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
工
場
又
は
事
業
場
の
所

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ

在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

の
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の

と
す
る
。

５

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
一

４

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
一

項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、

出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場
、

一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事

店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事

業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る

業
者
（
法
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉

す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗

庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

６

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く

（
新
設
）

経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
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の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉

庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に

係
る
届
出
事
業
者
（
法
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人

の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業

局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

７

法
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
一

（
新
設
）

項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届

出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
又
は

主
た
る
事
務
所
（
特
定
輸
入
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
製
品
の
輸

入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
）

が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
六

条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る

。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
特

定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
製
品
の
輸

入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の

所
在
地
）
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

８

法
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

５

法
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在

は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在

地
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内
管

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産

理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
経

業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

９

法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
特

６

法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
特

定
製
造
事
業
者
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経

定
製
造
事
業
者
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
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法
第
三
十
二
条
の
十
八
及
び
第
三
十
二
条
の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ
く

７

法
第
三
十
二
条
の
十
六
及
び
第
三
十
二
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
く
経

10
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
製
造
事
業
者
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事

済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
製
造
事
業
者
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

法
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

８

法
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

11
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
消
費
生
活
用
製
品

の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
消
費
生
活
用
製
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、

業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、

工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す

が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

い
。法

第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

（
新
設
）

12
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
輸
入
事
業
者

で
あ
る
届
出
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国

内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら

そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
消
費
生
活
用
製
品
か
ら
除
か
れ
る
製
品
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
八
条

法
別
表
第
九
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
別
表
第
四
の
上
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
律
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
八
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
六
条
関
係
）

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）
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十
三

乳
幼
児
用
玩
具
（
主
と
し
て
家
庭
に
お
い
て
出
生
後
三
十
六
月
未

（
新
設
）

満
の
乳
幼
児
の
遊
戯
に
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
計
し
た
も
の

に
限
る
。
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
九
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
十
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
八
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
六
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
用

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
用

い
た
供
給
条
件
に
関
す
る
事
項
等
の
提
供
の
方
法
）

い
た
供
給
条
件
に
関
す
る
事
項
等
の
提
供
の
方
法
）

第
二
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
等
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小

第
二
条

ガ
ス
小
売
事
業
者
等
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小

売
事
業
者
等
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に

売
事
業
者
等
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と

る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
そ

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の

の
用
い
る
同
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
項
に
お

用
い
る
同
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
項
に
お
い

い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又

て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は

は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い

用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て

て
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２

前
項
の
承
諾
を
得
た
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
は
、
当
該
相
手
方
か
ら
書
面

等
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と

き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の

提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手

方
が
再
び
前
項
の
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定

す
る
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
ガ
ス
事
業
法
の
準
用
）

（
ガ
ス
事
業
法
の
準
用
）

第
八
条

法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二

第
八
条

法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
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項
並
び
に
第
三
十
二
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
準
用
事
業
者

項
並
び
に
第
三
十
二
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
準
用
事
業
者

（
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
準
用
事
業
者
を
い
う
。
次
項
、
第
十
九
条
第

（
法
第
百
五
条
に
規
定
す
る
準
用
事
業
者
を
い
う
。
次
項
、
第
十
八
条
第

六
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
用
す
る
。

六
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準
用
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
ガ
ス
の
使
用
制
限
等
）

（
ガ
ス
の
使
用
制
限
等
）

第
九
条

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
ガ
ス
の
量
の

第
九
条

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
ガ
ス
の
量
の

限
度
を
定
め
て
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売

限
度
を
定
め
て
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売

事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
供
給

事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
供
給

す
る
ガ
ス
の
使
用
を
制
限
す
べ
き
こ
と
の
命
令
又
は
勧
告
は
、
年
間
の
ガ

す
る
ガ
ス
の
使
用
を
制
限
す
べ
き
こ
と
の
命
令
又
は
勧
告
は
、
年
間
の
ガ

ス
の
供
給
量
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
小
売
供
給
契
約
（
法

ス
の
供
給
量
が
五
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
小
売
供
給
契
約
（
法

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
売
供
給
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
売
供
給
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十

九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
が
供

八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
が
供

給
す
る
ガ
ス
を
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

給
す
る
ガ
ス
を
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ガ
ス
用
品
の
通
信
販
売

に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法
）

第
十
六
条

法
第
百
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、

（
新
設
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

競
り

二

当
該
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
場
に
お
い

て
、
ガ
ス
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
特
定
の

ガ
ス
用
品
の
販
売
価
格
を
設
定
し
、
当
該
ガ
ス
用
品
の
販
売
価
格
に
よ

り
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
一
般
消
費
者
等
に
よ
る
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契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
の
申
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
出

」
と
い
う
。
）
を
誘
引
し
、
一
般
消
費
者
等
か
ら
当
該
条
件
に
適
合
す

る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
他
の
一
般
消
費
者
等
の
申
出
に
か
か
わ

ら
ず
最
初
に
当
該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
を
し
た
一
般
消
費
者
等
を
当

該
契
約
の
相
手
方
と
決
定
す
る
方
法

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
十
七
条
・
第
十
八
条

（
略
）

第
十
六
条

法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は

、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
ガ
ス
用
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
外
国
登
録
ガ
ス
用
品
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る

費
用
の
負
担
）

第
十
七
条

法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同
条
第

一
項
第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の
職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

に
当
該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の
職
員
）
が
そ
の
検

査
に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅

費
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の

額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
九
条

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
ガ

第
十
八
条

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
ガ

ス
小
売
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各

ス
小
売
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

消
費
機
器
（
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
機
器
を
い

三

消
費
機
器
（
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
機
器
を
い

う
。
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
に

う
。
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
に
関

関
す
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項

す
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
ガ
ス
用
品

７

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
ガ
ス
用
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
届
出
事
業
者
を
除
く
。
）
に
対
し

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
ガ

る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
ガ
ス
用
品
の
種
類
（
届
出
事
業

ス
用
品
の
種
類
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査

者
に
あ
つ
て
は
、
型
式
）
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場

記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
使
用
に
伴
い
発

所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
使
用

生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事

に
伴
い
発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に

項
そ
の
他
当
該
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す

関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る

る
。

事
項
と
す
る
。

８

（
略
）

８

（
略
）

９

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
届
出
事
業

（
新
設
）

者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入

に
係
る
ガ
ス
用
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場

所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
使
用

に
伴
い
発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る

事
項
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内

管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
特
定
輸
入

（
新
設
）

10
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理
人
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
ガ
ス
用
品
の
検
査

記
録
の
写
し
の
内
容
そ
の
他
当
該
国
内
管
理
人
の
業
務
に
関
す
る
事
項
並

び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
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場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
使

用
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
ガ
ス
用
品
の
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
届
出
事

業
者
の
事
業
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
九
条

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百

七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で

あ
つ
て
、
ガ
ス
用
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る

。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い

。一

そ
の
事
業
場
の
所
在
地
が
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合

当
該
市
の
長

（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府

県
の
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事

及
び
当
該
市
長
）

二

そ
の
事
業
場
の
所
在
地
が
町
村
の
区
域
に
属
す
る
場
合

当
該
町
村

を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
等
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
又
は

市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
経
済

産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
立
入
検
査
等
事
務

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
立
入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大

臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

４

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
経
済
産
業
局
長
又
は
産
業
保
安
監
督
部
長
が
行
う
も
の

の
下
欄
に
定
め
る
経
済
産
業
局
長
又
は
産
業
保
安
監
督
部
長
が
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十

四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
、
第

四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
、
第

三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七

二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
権
限

号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨

に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

げ
な
い
。

一
～
二
十
二

（
略
）

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

（
略
）

二
十
三

法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条

事
業
場
の
所
在
地

二
十
三

法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条

事
業
場
の
所
在
地

第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
四
十
三

を
管
轄
す
る
経
済

第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十

を
管
轄
す
る
経
済

条
及
び
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の

産
業
局
長

四
条
ま
で
及
び
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第

産
業
局
長

規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届

一
号
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

出
区
分
（
法
第
百
四
十
条
に
規
定
す
る
経

一
の
届
出
区
分
（
法
第
百
四
十
条
に
規
定

済
産
業
省
令
で
定
め
る
ガ
ス
用
品
の
区
分

す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
ガ
ス
用
品

を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
五
号
に
お
い

の
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
ガ
ス
用
品

て
同
じ
。
）
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の
製
造

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
業
場

又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
業
場
が
一
の

が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み

経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る

に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の

届
出
事
業
者
（
法
第
百
四
十
条
第
四
号
に

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
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の
二
十
四

法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条

当
該
国
内
管
理
人

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
及
び
第
百
四
十

の
事
業
場
の
所
在

三
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

地
を
管
轄
す
る
経

一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の
輸

済
産
業
局
長

入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
業
場

が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み

に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に
係
る
届
出
事

業
者
（
法
第
百
四
十
条
第
四
号
に
規
定
す

る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の

二
十
五

法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条

本
店
又
は
主
た
る

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
四
十
三

事
務
所
の
所
在
地

条
及
び
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の

（
特
定
輸
入
事
業

規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届

者
で
あ
る
届
出
事

出
区
分
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は

業
者
に
あ
つ
て
は

輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
又
は
主
た
る
事

、
当
該
ガ
ス
用
品

務
所
（
特
定
輸
入
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、

の
輸
入
の
事
業
に

当
該
ガ
ス
用
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国

係
る
国
内
管
理
人

内
管
理
人
の
事
業
場
）
が
一
の
経
済
産
業

の
事
業
場
の
所
在

局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業

地
）
を
管
轄
す
る

者
（
法
第
百
四
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る

経
済
産
業
局
長

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
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二
十
六

法
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
四
十

届
出
事
業
者
の
事

二
十
四

法
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
四
十

届
出
事
業
者
の
事

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限

業
場
の
所
在
地
（

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限

業
場
の
所
在
地
を

特
定
輸
入
事
業
者

管
轄
す
る
経
済
産

で
あ
る
届
出
事
業

業
局
長

者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
国
内
管
理
人

の
事
業
場
の
所
在

地
）
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長

二
十
七
～
三
十

（
略
）

（
略
）

二
十
五
～
二
十
八

（
略
）

（
略
）

三
十
一

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
十
九

法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第

百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権

百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権

限
（
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二

限
（
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た

項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

る
も
の

（
一
）
～
（
五
）
（
略
）

（
略
）

（
一
）
～
（
五
）
（
略
）

（
略
）

（
六
）
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事

事
業
場
の
所
在
地

（
六
）
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事

事
業
場
の
所
在
地

業
を
行
う
者
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ

を
管
轄
す
る
経
済

業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の

を
管
轄
す
る
経
済

る
届
出
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る

産
業
局
長

産
業
局
長

も
の

（
七
）
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事

当
該
国
内
管
理
人

（
新
設
）

（
新
設
）

業
者
及
び
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る

の
事
業
場
の
所
在

も
の

地
を
管
轄
す
る
経
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済
産
業
局
長

三
十
二

法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定

事
業
場
の
所
在
地

三
十

法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

事
業
場
の
所
在
地

に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
ガ
ス
用
品
の

を
管
轄
す
る
経
済

基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
ガ
ス
用
品
の
製

を
管
轄
す
る
経
済

製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
特
定

産
業
局
長

造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る

産
業
局
長

輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
を
除
く

も
の

。
）
に
関
す
る
も
の

三
十
三

法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定

当
該
国
内
管
理
人

（
新
設
）

（
新
設
）

に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
輸
入
事

の
事
業
場
の
所
在

業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
及
び
そ
の
国
内

地
を
管
轄
す
る
経

管
理
人
に
関
す
る
も
の

済
産
業
局
長

三
十
四
～
三
十
七

（
略
）

三
十
一
～
三
十
四

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
経
済
産
業
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

（
経
済
産
業
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

第
二
十
二
条

法
第
百
九
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
十
条
第

第
二
十
一
条

法
第
百
九
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事

務
と
す
る
。

務
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
十
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
電
気
用
品
）

（
特
定
電
気
用
品
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
電
気
用
品
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
電
気
用
品
は
、
別
表
第
一
の
上
欄

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
電
気
用
品
の
通
信
販
売

に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

（
新
設
）

の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

競
り

二

当
該
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
場
に
お
い

て
、
電
気
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
特
定
の

電
気
用
品
の
販
売
価
格
を
設
定
し
、
当
該
電
気
用
品
の
販
売
価
格
に
よ

り
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
契
約
の
相
手
方
と
な
る

こ
と
の
申
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
出
」
と
い
う
。
）
を
誘
引

し
、
当
該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
他
の
者
の
申

出
に
か
か
わ
ら
ず
最
初
に
当
該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
を
し
た
者
を
当

該
契
約
の
相
手
方
と
決
定
す
る
方
法

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
四
条

（
略
）

第
二
条

法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別
表
第
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一
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
電
気
用
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
五
条

（
略
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と

す
る
。

（
外
国
登
録
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負

担
）

第
六
条

（
略
）

第
二
条
の
三

法
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同

条
第
一
項
第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の
職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

。
）
に
当
該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の
職
員
）
が
そ

の
検
査
に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す

る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅

費
の
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
七
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
電
気
用

第
三
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
電
気
用

品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
型
式
、
数
量
、

き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
型
式
、
数
量
、

製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販

製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販

売
先
並
び
に
当
該
電
気
用
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再

売
先
並
び
に
当
該
電
気
用
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再

発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
電
気
用
品

発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
電
気
用
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届

の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
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と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
特
定
輸
入
事

（
新
設
）

業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理
人
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
検
査
記

録
の
写
し
の
内
容
そ
の
他
当
該
国
内
管
理
人
の
業
務
に
関
す
る
事
項
並
び

に
当
該
電
気
用
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場

所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
電
気
用
品
の
使
用

に
伴
い
発
生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
電
気
用
品
の
輸
入
の
業
務
に
関
す
る
届
出
事
業

者
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
輸
出
用
電
気
用
品
の
特
例
）

（
輸
出
用
電
気
用
品
の
特
例
）

第
八
条

届
出
事
業
者
が
専
ら
輸
出
す
る
た
め
に
行
う
電
気
用
品
の
製
造
又

第
四
条

届
出
事
業
者
が
専
ら
輸
出
す
る
た
め
に
行
う
電
気
用
品
の
製
造
又

は
輸
入
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
当
該
電
気

は
輸
入
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
（
当
該
電
気
用
品
が
特
定
電
気
用
品
で

用
品
が
特
定
電
気
用
品
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
及
び
法
第
九
条
第
一
項
）
の
規
定
は
、
適

三
項
ま
で
並
び
に
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
）
の
規
定
は
、
適
用
し

用
し
な
い
。

な
い
。

２

（
略
）

２

電
気
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
電
気
用
品
を

輸
出
す
る
た
め
に
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
九
条

（
略
）

第
五
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ

て
、
電
気
用
品
の
販
売
の
事
業
（
自
ら
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
電
気
用
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品
の
販
売
の
事
業
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
立
入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
に

関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
市
の
区
域
に

属
す
る
場
合

当
該
市
の
長
（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、

当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
市
長
）

二

そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
町
村
の
区
域

に
属
す
る
場
合

当
該
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
等
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
又
は

市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
経
済

産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
条

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基

第
六
条

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規

づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
（
法
第
三
条
に

定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
（
法
第

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
用
品
の
区
分
を
い
う
。
次
項
か

三
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
用
品
の
区
分
を
い
う
。

ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
電
気
用
品
の
製
造
の
事
業

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
電
気
用
品
の
製
造
の
事
業
に
係
る
工

に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ

場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事

る
届
出
事
業
者
（
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め

業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
工
場
又
は

経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

２

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
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経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品

基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電

の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済

気
用
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一

産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
三
条
第
四
号
に

の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の

規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に

は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経

関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を

済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

（
新
設
）

経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品

の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉

庫
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に

係
る
届
出
事
業
者
（
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管

理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済

産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

（
新
設
）

経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
特
定
輸
入

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
用
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理

人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
）
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄

区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
は

、
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る

届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
用
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内

管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

５

法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

３

法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
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は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在

は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在

地
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内
管

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産

理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
経

業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二

４

法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
電
気
用
品

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
電
気
用
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、

業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、

工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す

が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

い
。

７

法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二

（
新
設
）

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
輸
入

事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
も
の
は
、

当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣

が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
十
一
条

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る

第
七
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
こ

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

と
と
さ
れ
て
い
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
第
九
条
第
二
項
の
規

四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
第
五
条
第
二
項
の
規
定

定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、

に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号

号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
二
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等

の
通
信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法
）

第
五
条

法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

（
新
設
）

の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

競
り

二

当
該
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
場
に
お
い

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う

者
が
特
定
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
販
売
価
格
を
設
定
し
、
当
該
液

化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
販
売
価
格
に
よ
り
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
一
般
消
費
者
等
に
よ
る
契
約
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
の

申
出
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
出
」
と
い
う
。
）
を
誘
引
し
、
一

般
消
費
者
等
か
ら
当
該
条
件
に
適
合
す
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、

他
の
一
般
消
費
者
等
の
申
出
に
か
か
わ
ら
ず
最
初
に
当
該
条
件
に
適
合

す
る
申
出
を
し
た
一
般
消
費
者
等
を
当
該
契
約
の
相
手
方
と
決
定
す
る

方
法

（
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
等
）

第
六
条
～
第
十
条

（
略
）

第
五
条

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項
の
提
供
の
相

手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
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項
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、

書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項

に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
承
諾
を
得
た
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
は
、
当
該
相
手
方
か

ら
書
面
等
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
相
手
方
が
再
び
前
項
の
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規

定
す
る
事
項
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
安
機
関
の
認
定
の
有
効
期
間
）

第
六
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る

。（
委
託
の
方
法
）

第
七
条

法
第
三
十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
を
含
む
委
託
契
約
書
を
作
成
す

る
こ
と
。

イ

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ロ

委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
を
処
理
す
る
場
所
及
び
方
法
に
関
す

る
事
項

ハ

委
託
契
約
の
期
間
及
び
そ
の
解
除
に
関
す
る
事
項
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ニ

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

二

委
託
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

第
八
条

法
第
三
十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
事
務

二

法
第
三
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士

免
状
の
交
付
の
拒
否
に
係
る
事
務

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
九
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別

表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条

（
略
）

第
九
条
の
二

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と

す
る
。

（
外
国
登
録
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負

担
）

第
十
二
条

（
略
）

第
九
条
の
三

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同
条
第

一
項
第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の
職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

に
当
該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の
職
員
）
が
そ
の
検
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査
に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅

費
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の

額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
液
化
石

５

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
液
化
石

油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
届
出
事
業
者
を
除

油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
製
造

く
。
）
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の

又
は
輸
入
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
種
類
（
届
出
事
業
者
に
あ
つ

種
類
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内

て
は
、
型
式
）
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査

容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
使
用
に
伴
い

記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
使

発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る

用
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置

事
項
そ
の
他
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の

す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

７

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
届
出
事

（
新
設
）

業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
型

式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容

、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
使
用
に
伴
い
発

生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
業
務
に
関
す

る
事
項
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国

内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

８

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
輸

（
新
設
）
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入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理
人
に
対
し
、
当
該
届
出
事
業

者
の
輸
入
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
検
査
記
録
の
写
し
の
内
容
そ

の
他
当
該
国
内
管
理
人
の
業
務
に
関
す
る
事
項
並
び
に
当
該
液
化
石
油
ガ

ス
器
具
等
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検

査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の

使
用
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措

置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
輸
入
の
業
務
に

関
す
る
届
出
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

９

（
略
）

７

（
略
）

（
関
係
行
政
機
関
へ
の
通
報
等
）

（
関
係
行
政
機
関
へ
の
通
報
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
一
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
登
録
若
し
く
は
許
可
を
し
、
届
出
を

受
理
し
、
又
は
登
録
若
し
く
は
許
可
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表

略
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
二
条

法
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
消
防
庁
長
官

は
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
消
防
長
は
当
該
消
防
長
の
管
轄
区
域
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の

長
）
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
三
条

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

に
属
す
る
事
務
は
、
供
給
設
備
を
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
の
用
に
供
す
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る
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
の
区
域
内

に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
販
売
所
に
関
す
る
も
の

は
、
当
該
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

３

法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
販
売
所
に
関
す
る
も
の

は
、
当
該
販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
登
録
を
受
け
た
液
化
石
油
ガ
ス

販
売
事
業
者
の
販
売
所
に
関
す
る
も
の
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

法
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産

業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
、
保
安
機
関
の
事
務
所
又
は
事

業
所
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
保
安
機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産

業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
液
化

石
油
ガ
ス
設
備
士
が
そ
の
作
業
に
従
事
し
た
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
に

係
る
供
給
設
備
を
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
の
用
に
供
す
る
販
売
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済

産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
あ
つ
て
、
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
事
業
者
に
関
す
る
も
の
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は
、
当
該
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
工
事
事
業
者
が
特
定
液
化
石
油
ガ
ス

設
備
工
事
を
し
た
供
給
設
備
を
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
の
用
に
供
す
る

販
売
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

７

法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
、

液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す

る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

一

当
該
事
務
所
、
営
業
所
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の

他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
が
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合

当
該
市
の
長

（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府

県
の
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事

及
び
当
該
市
長
）

二

当
該
事
務
所
、
営
業
所
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の

他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
が
町
村
の
区
域
に
属
す
る
場
合

当
該
町
村

を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

８

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
つ
た
都
道
府

県
知
事
又
は
市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
本
文
、
第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文

及
び
第
六
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
第
一
項
、
第
二
項
本
文
、

第
三
項
本
文
、
第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文
及
び
第
六
項
本
文
に
規
定
す

る
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
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指
定
都
市
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
指

定
都
市
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が
立
入
検
査
等
事
務

10
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
立
入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大

臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条

７

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五

及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権

条
ま
で
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大

限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
（
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業

臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
（
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
経

省
令
で
定
め
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区
分
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
十

済
産
業
省
令
で
定
め
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区
分
を
い
う
。
次
項
に

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
の

お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造
の
事
業
に
係

事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み

る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届

に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省

出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該

す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と

す
る
。

８

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条

８

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五

及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権

条
ま
で
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大

限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
輸
入

臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等

の
事
業
に
係
る
事
務
所
又
は
営
業
所
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内

の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
又
は
営
業
所
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄

の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産

区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
事
務
所
又
は

業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、

営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
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当
該
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う

も
の
と
す
る
。

９

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四

（
新
設
）

条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分

に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の

事
務
所
又
は
営
業
所
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当

該
国
内
管
理
人
に
係
る
届
出
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す

る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る

も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条

（
新
設
）

10
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権

限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
製
造

又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
特
定
輸
入
事
業
者

に
あ
つ
て
は
、
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内

管
理
人
の
事
務
所
又
は
営
業
所
）
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の

み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ

の
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
輸
入
の
事
業
に
係

る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
経
済
産

業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

法
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

９

法
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
及
び
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

11
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に

経
済
産
業
大
臣
の
権
限
（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に

あ
つ
て
は
、
法
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
行
使
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
法
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
行
使
に
係
る
場
合
に

お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
営
業
所
、
工
場

お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
営
業
所
、
工
場
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、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
（

、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
を

特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人

管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大

の
事
務
所
、
営
業
所
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の
他
そ
の

臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

業
務
を
行
う
場
所
）
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

12

15

10

13

法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二

16

14

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
液
化
石
油

ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
特
定
輸
入
事
業
者
で

ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当

あ
る
届
出
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
事
務
所
、
営
業

該
事
務
所
、
営
業
所
、
工
場
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の

所
、
工
場
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管
場
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行

他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す

う
場
所
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経

る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

い
。

法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二

（
新
設
）
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第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
特
定
輸
入

事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
も
の
は
、

当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
、
営
業
所
、
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
保
管

場
所
そ
の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）


